
○
環
境
省
令
第
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
及
び
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理

並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
環
境
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

環
境
大
臣

望
月

義
夫

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
環
境
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
六
十
五
条
第
一
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

申
請
前
一
年
以
内
に
、
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
（
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
若
し
く
は
生
態
系
に
係

る
被
害
の
防
止
の
目
的
又
は
法
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
鳥
獣
の
数
の
調
整
の
目
的
で
す
る
鳥
獣
の
捕
獲

等
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
登
録
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
す
る
区
域
を
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
受
け
、
当
該
許
可
に
係
る
捕
獲
等
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
」
と

い
う
。
）
を
し
た
者
（
申
請
前
一
年
以
内
に
、
申
請
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
今
般
の
申
請
」
と
い
う
。

）
に
係
る
狩
猟
者
登
録
の
対
象
と
な
る
狩
猟
期
間
の
直
近
の
狩
猟
期
間
に
つ
い
て
こ
の
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
と
し

て
の
狩
猟
者
登
録
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
直
近
期
間
の
第
七
号
該
当
登
録
」
と
い
う
。
）
又
は
次
号
の

規
定
に
該
当
す
る
者
と
し
て
の
狩
猟
者
登
録
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
直
近
期
間
の
第
八
号
該
当
登
録
」

と
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
近
期
間
の
第
七
号
該
当
登
録
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
六
条
の
申
請
書
（

以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
単
に
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
日
又
は
直
近
期
間
の
第
八
号
該
当
登
録

に
つ
い
て
の
申
請
書
を
提
出
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
方
の
日
か
ら
今
般
の
申
請
に
係
る
申
請
書
を
提
出
す
る
日
の
前

日
ま
で
の
間
に
許
可
捕
獲
等
を
し
た
者
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
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八

申
請
前
一
年
以
内
に
、
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
従
事
者
（
法
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

を
受
け
た
従
事
者
証
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
単
に
「
従
事
者
証
」
と
い
う
。
）
に
係
る
従
事
者
に
限
る
。

次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
、
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
従
事
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
許
可
捕
獲
等
に
従
事

」
と
い
う
。
）
し
た
者
（
申
請
前
一
年
以
内
に
、
直
近
期
間
の
第
七
号
該
当
登
録
又
は
直
近
期
間
の
第
八
号
該
当
登
録

を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
近
期
間
の
第
七
号
該
当
登
録
に
つ
い
て
の
申
請
書
を
提
出
し
た
日
又
は
直
近
期
間
の

第
八
号
該
当
登
録
に
つ
い
て
の
申
請
書
を
提
出
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
方
の
日
か
ら
今
般
の
申
請
に
係
る
申
請
書
を

提
出
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
許
可
捕
獲
等
に
従
事
し
た
者
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

第
六
十
五
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

前
項
第
七
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
許
可
捕
獲
等
に
係
る
法
第
九
条
第
七
項
の
許
可
証
の
写
し
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
書
面
及
び
当
該
許
可
捕
獲
等
に
係
る
法
第
九
条
第
十
三
項
の
報
告
を
記
載
し
た
書
類
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
書
類

四

前
項
第
八
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
従
事
者
証
の
写
し
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
並
び
に
従
事
者
と

し
て
従
事
し
た
鳥
獣
の
捕
獲
等
の
結
果
と
し
て
捕
獲
等
に
従
事
し
た
場
所
、
そ
の
捕
獲
等
を
さ
れ
た
鳥
獣
の
種
類
別
の
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員
数
及
び
処
置
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類

第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
及
び
」
を
「
の
別
、
」
に
改
め
、
「
区
別
」
の
下
に
「
及
び
前
条
第
一
項
第
七
号
又
は
第
八
号

の
規
定
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
か
否
か
の
別
」
を
加
え
る
。

注
意
事
項
、

注
意
事
項
、
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
第
七
号
又
は
第
八
号
の

様
式
第
十
七
（
裏
面
）
備
考
４
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

規
定
に
該
当
す
る
者
と
し
て
狩
猟
者
登
録
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
、

（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
環
境
省
関
係
省
令
の
整
備
に

関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
環
境
省
関
係
省
令
の
整

備
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
環
境
省
令
第
三
号
。
以
下
「
整
備
省
令
」
と
い
う
。
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
の
う
ち
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の

う
ち
第
一
条
の
二
に
係
る
部
分
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
う
ち
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
の
改
正
規
定
中
「
改
め
る
」
を
「
改
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め
、
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
う
ち
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
九
条
の
次
に
十
二
条
を
加
え
る
改
正
規

定
の
う
ち
、
第
十
九
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
に
係
る
部
分
中
「
過
去
」
を
「
申
請
前
」
に
、
第
十
九
条
の
四
第
三
項
に
係

る
部
分
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
第
十
九
条
の
八
第
一
号
に
係
る
部
分
中
「
申
請
日
以
前
三
年
の
間
」
を
「
申
請
前

三
年
以
内
」
に
改
め
、
第
十
九
条
の
九
第
五
項
に
係
る
部
分
を
削
り
、
同
条
第
六
項
に
係
る
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
を
亡
失
し
た
と
き
は
、
書
面
を
も
っ
て
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
交
付
を
受
け
た

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
項
の
申
請
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
一
条
中
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
五
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
第
七
号
中
「
鳥
獣
に
よ
る
生
活
環
境
、
農
林
水
産
業
若
し
く
は
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目

的
又
は
法
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
鳥
獣
の
数
の
調
整
」
を
「
鳥
獣
の
管
理
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「

許
可
を
受
け
た
者
」
の
下
に
「
（
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み

な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
法
第
九
条
第
八
項
」
の
下
に
「
（
法
第
十
四
条
の
二
第
九
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
、
「
に
係
る
従
事
者
」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
次
号
に
該
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当
し
な
い
も
の
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
捕
獲
従
事
者
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
前
一
年
以
内
に
、
登
録
都
道
府
県
知
事
の
管
轄

す
る
区
域
内
に
お
い
て
、
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
の
従
事

者
証
に
係
る
従
事
者
と
し
て
、
当
該
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
よ
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て
さ
れ
た
鳥
獣

の
捕
獲
等
に
従
事
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

第
六
十
五
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

前
項
第
九
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
捕
獲
従
事
者
と
し
て
所
属
す
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業

者
が
受
け
て
い
る
認
定
に
係
る
認
定
証
の
写
し
、
様
式
第
十
六
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
証
明
書
（
当
該
認
定
鳥
獣
捕

獲
等
事
業
者
が
、
申
請
者
が
そ
の
捕
獲
従
事
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
い
う
。
）
、
申
請
前
一
年
以
内
に
登

録
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
お
い
て
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
に
よ
る
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て

鳥
獣
の
捕
獲
等
が
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
並
び
に
当
該
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
係
る
従
事
者
証
の
写
し
及
び
こ
れ
に

準
ず
る
書
面

第
六
十
五
条
第
九
項
第
三
号
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。
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第
一
条
中
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
十
六
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
又
は
第
八
号
」
を
「
、
第
八
号
又
は
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
五
十
七
条
第

一
項
」
の
下
に
「
各
号
」
を
加
え
、
「
行
っ
た
」
を
「
与
え
た
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
十
条
中
「
第
二
号
」
を
「
第
二
号
、
第
三
号
、
第
五
号
」
に
、
「
第
三
号
」
を
「
第
七
号
」
に
、
「
第
四
号
（
」

を
「
第
八
号
（
」
に
、
「
第
八
号
、
第
十
号
」
を
「
第
十
二
号
、
第
十
四
号
」
に
、
「
及
び
第
十
一
号
」
を
「
、
第
十
五

号
及
び
第
十
六
号
」
に
改
め
、
第
十
二
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
の
各
号
を
五
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
を
第
十
五
号

と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

法
第
七
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
権
限

第
八
十
条
中
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
各
号
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

六

法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
権
限

第
八
十
条
中
第
一
号
を
第
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。
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一

法
第
七
条
第
六
項
（
法
第
七
条
の
二
第
三
項
及
び
法
第
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限

二

法
第
七
条
の
三
第
四
項
（
法
第
七
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
同
条
第
五
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
権
限

三

法
七
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
権
限

第
一
条
中
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
十
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

別
表
第
一
を
削
る
。

別
表
第
二
中
「
第
四
条
関
係
」
を
「
第
一
条
の
二
関
係
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表

を
加
え
る
。

別
表
第
二

狩
猟
鳥
獣
（
第
三
条
関
係
）

科

名

種

名

動
物
界
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一

鳥
綱

（
一
）

き
じ
目

き
じ
科

エ
ゾ
ラ
イ
チ
ョ
ウ
（
テ
ト
ラ
ス
テ
ス
・
ボ
ナ
ス
ィ
ア
）

ヤ
マ
ド
リ
（
ス
ィ
ル
マ
テ
ィ
ク
ス
・
ソ
エ
ン
メ
ル
リ
ン
ギ
ィ
）
（
亜
種
コ
シ
ジ
ロ
ヤ
マ

ド
リ
（
ス
ィ
ル
マ
テ
ィ
ク
ス
・
ソ
エ
ン
メ
ル
リ
ン
ギ
ィ
・
イ
ジ
マ
エ
）
を
除
く
。
）

キ
ジ
（
フ
ァ
ス
ィ
ア
ヌ
ス
・
コ
ロ
キ
ク
ス
）

コ
ジ
ュ
ケ
イ
（
バ
ン
ブ
ス
ィ
コ
ラ
・
ト
ラ
キ
ク
ス
）

（
二
）

か
も
目

か
も
科

ヨ
シ
ガ
モ
（
ア
ナ
ス
・
フ
ァ
ル
カ
タ
）

ヒ
ド
リ
ガ
モ
（
ア
ナ
ス
・
ペ
ネ
ロ
ペ
）

マ
ガ
モ
（
ア
ナ
ス
・
プ
ラ
テ
ュ
リ
ュ
ン
コ
ス
）

カ
ル
ガ
モ
（
ア
ナ
ス
・
ゾ
ノ
リ
ュ
ン
カ
）

ハ
シ
ビ
ロ
ガ
モ
（
ア
ナ
ス
・
ク
リ
ュ
ペ
ア
タ
）
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オ
ナ
ガ
ガ
モ
（
ア
ナ
ス
・
ア
ク
タ
）

コ
ガ
モ
（
ア
ナ
ス
・
ク
レ
カ
）

ホ
シ
ハ
ジ
ロ
（
ア
イ
テ
ュ
ア
・
フ
ェ
リ
ナ
）

キ
ン
ク
ロ
ハ
ジ
ロ
（
ア
イ
テ
ュ
ア
・
フ
リ
グ
ラ
）

ス
ズ
ガ
モ
（
ア
イ
テ
ュ
ア
・
マ
リ
ラ
）

ク
ロ
ガ
モ
（
メ
ラ
ニ
タ
・
ア
メ
リ
カ
ナ
）

（
三
）

は
と
目

は
と
科

キ
ジ
バ
ト
（
ス
ト
レ
プ
ト
ペ
リ
ア
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
）

（
四
）

か
つ
お
ど
り
目

う
科

カ
ワ
ウ
（
フ
ァ
ラ
ク
ロ
コ
ラ
ク
ス
・
カ
ル
ボ
）

（
五
）

ぺ
り
か
ん
目

さ
ぎ
科

ゴ
イ
サ
ギ
（
ニ
ュ
ク
テ
ィ
コ
ラ
ク
ス
・
ニ
ュ
ク
テ
ィ
コ
ラ
ク
ス
）

（
六
）

つ
る
目
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く
い
な
科

バ
ン
（
ガ
ル
リ
ヌ
ラ
・
ク
ロ
ロ
プ
ス
）

（
七
）

ち
ど
り
目

し
ぎ
科

ヤ
マ
シ
ギ
（
ス
コ
ロ
パ
ク
ス
・
ル
ス
テ
ィ
コ
ラ
）

タ
シ
ギ
（
ガ
ル
リ
ナ
ゴ
・
ガ
ル
リ
ナ
ゴ
）

（
八
）

す
ず
め
目

か
ら
す
科

ミ
ヤ
マ
ガ
ラ
ス
（
コ
ル
ヴ
ス
・
フ
ル
ギ
レ
グ
ス
）

ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス
（
コ
ル
ヴ
ス
・
コ
ロ
ネ
）

ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス
（
コ
ル
ヴ
ス
・
マ
ク
ロ
リ
ュ
ン
コ
ス
）

ひ
よ
ど
り
科

ヒ
ヨ
ド
リ
（
ヒ
プ
ス
ィ
ペ
テ
ス
・
ア
マ
ウ
ロ
テ
ィ
ス
）

む
く
ど
り
科

ム
ク
ド
リ
（
ス
ポ
デ
ィ
オ
プ
サ
ル
・
キ
ネ
ラ
ケ
ウ
ス
）

す
ず
め
科

ニ
ュ
ウ
ナ
イ
ス
ズ
メ
（
パ
セ
ル
・
ル
テ
ィ
ラ
ン
ス
）

ス
ズ
メ
（
パ
セ
ル
・
モ
ン
タ
ヌ
ス
）

二

哺
乳
綱
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（
一
）

ね
こ
目

い
ぬ
科

タ
ヌ
キ
（
ニ
ュ
ク
テ
レ
ウ
テ
ス
・
プ
ロ
キ
オ
ニ
デ
ス
）

キ
ツ
ネ
（
ヴ
ル
ペ
ス
・
ヴ
ル
ペ
ス
）

ノ
イ
ヌ
（
カ
ニ
ス
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
リ
ス
）

ね
こ
科

ノ
ネ
コ
（
フ
ェ
リ
ス
・
カ
ト
ゥ
ス
）

い
た
ち
科

テ
ン
（
マ
ル
テ
ス
・
メ
ラ
ン
プ
ス
）
（
亜
種
ツ
シ
マ
テ
ン
（
マ
ル
テ
ス
・
メ
ラ
ン
プ
ス

・
ツ
エ
ン
ス
ィ
ス
）
を
除
く
。
）

イ
タ
チ
（
ム
ス
テ
ラ
・
イ
タ
ツ
ィ
）
（
オ
ス
に
限
る
。
）

チ
ョ
ウ
セ
ン
イ
タ
チ
（
ム
ス
テ
ラ
・
ス
ィ
ビ
リ
カ
）
（
オ
ス
に
限
る
。
）

ミ
ン
ク
（
ム
ス
テ
ラ
・
ヴ
ィ
ソ
ン
）

ア
ナ
グ
マ
（
メ
レ
ス
・
メ
レ
ス
）

あ
ら
い
ぐ
ま
科

ア
ラ
イ
グ
マ
（
プ
ロ
キ
オ
ン
・
ロ
ト
ル
）

く
ま
科

ヒ
グ
マ
（
ウ
ル
ス
ス
・
ア
ル
ク
ト
ス
）
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ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
（
ウ
ル
ス
ス
・
テ
ィ
ベ
タ
ヌ
ス
）

じ
ゃ
こ
う
ね
こ
科

ハ
ク
ビ
シ
ン
（
パ
グ
マ
・
ラ
ル
ヴ
ァ
タ
）

（
二
）

う
し
目

い
の
し
し
科

イ
ノ
シ
シ
（
ス
ス
・
ス
ク
ロ
フ
ァ
）

し
か
科

ニ
ホ
ン
ジ
カ
（
ケ
ル
ヴ
ス
・
ニ
ポ
ン
）

（
三
）

ね
ず
み
目

り
す
科

タ
イ
ワ
ン
リ
ス
（
カ
ル
ロ
ス
キ
ウ
ル
ス
・
エ
リ
ュ
ト
ゥ
ラ
エ
ウ
ス
）

シ
マ
リ
ス
（
タ
ミ
ア
ス
・
ス
ィ
ビ
リ
ク
ス
）

ヌ
ー
ト
リ
ア
科

ヌ
ー
ト
リ
ア
（
ミ
オ
カ
ス
ト
ル
・
コ
イ
プ
ス
）

（
四
）

う
さ
ぎ
目

う
さ
ぎ
科

ユ
キ
ウ
サ
ギ
（
レ
プ
ス
・
テ
ィ
ミ
ド
ゥ
ス
）

ノ
ウ
サ
ギ
（
レ
プ
ス
・
ブ
ラ
キ
ュ
ウ
ル
ス
）

備
考
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種
名
の
後
の
括
弧
内
に
記
載
す
る
た
だ
し
書
き
以
外
の
呼
称
は
学
名
で
あ
る
。

改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条
中
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
十
六
の

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適

様
式
第
十
六
中
「

」
を
「

正
化
に
関
す
る
法
律

効
力
停
止
、

効
力
停
止

記
載
す
る
こ
と
。

記
載
す
る
こ
と
。

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

）
」
を
「

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
摘
要

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

に
関
す
る
法
令
摘
要

14



様式第 16の２（第 65 条第２項第５号関係） 

 

 

第      号 

 

 

認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書 

 

 

 下記の者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 18条の６第１項に

規定する認定鳥獣捕獲等事業において捕獲等に従事する者であることを証明する。 

 

 

 

住所：                  

 

氏名：                  

 

 

  年  月  日   発行 

 

 

 

認定鳥獣捕獲等事業者名      

         代表者氏名    印 

 

認定をした都道府県知事名      

認定証の交付年月日      

認定証の番号      

 

（注） この証明書は、本証明書が発行された日から３か月以内に限り有効とする。 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
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第
一
条
の
う
ち
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
十
七
の
改
正
規
定
中
「
改
め
る
」
を

「
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
備
考
４
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
」
に
改
め
る
。

又
は
第
八
号

、
第
八
号
又
は
第
九
号

様
式
第
十
九
の
改
正
規
定
中
「
備
考
」
を
削

第
一
条
の
う
ち
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
環
境
省
関
係
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
二
条

環
境
省
関
係
鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

成
二
十
年
環
境
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
表
面
の
備
考
の
欄
に
は
、
」
」
を
「
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
第
七
号
又
は
第
八
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者

と
し
て
狩
猟
者
登
録
を
受
け
た
場
合
」
」
に
、
「
表
面
の
備
考
の
欄
に
は
、
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
の
狩
猟
者
登
録
を
受
け
た
者
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に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
、
」
を
「
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
又
は
対
象
鳥
獣

捕
獲
員
と
し
て
狩
猟
者
登
録
を
受
け
た
場
合
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
狩
猟
免
許
の
種
類
及
び
狩
猟
を
す
る
場
所
の
区
別
」
を
「
狩
猟
免
許
の
種
類
の
別
、
狩
猟
を
す
る
場

所
の
区
別
及
び
前
条
第
一
項
第
七
号
又
は
第
八
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
か
否
か
の
別
」
に
改
め
、
「
鳥
獣
被
害
防

止
特
措
法
」
の
上
に
「
前
条
第
一
項
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
又
は
」
を
加
え
る
。

（
整
備
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

整
備
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
六
条
第
三
号
を
削
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
環
境
省
鳥
獣
被
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

環
境
省
鳥
獣
被
害
防
止
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並

び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
条
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

17



施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
、
「
又
は
第
八
号
」
を

「
、
第
八
号
又
は
第
九
号
」
に
、
「
若
し
く
は
第
八
号
」
を
「
、
第
八
号
若
し
く
は
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並

び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
第
八
号
」
を
「
、
第
八
号
又
は
第
九

号
」
に
、
「
若
し
く
は
第
八
号
」
を
「
、
第
八
号
若
し
く
は
第
九
号
」
に
改
め
る
。
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